
八千代町会計年度任用職員募集（案内）要項 

 

会計年度任用職員とは、一会計年度（4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで）を最

長の任期として任用される非常勤の職員です。 

  

【八千代町会計年度任用職員の主な概要】 

任用期間 

令和 8年 3月 31日まで 

 ●勤務成績が良好で次年度も同様の職がある場合、再度任

用されることもあります。 

勤務形態 

原則として「パートタイム」での勤務となります。 

 ●パートタイム：1週間の勤務時間が常勤職員よりも短い勤

務時間 

休日 

週休日 土曜日及び日曜日、ほか数日 

日数は、『会計年度任用職員募集一覧』のとおり 

休日 国民の祝日及び年末年始（12月 29日から 1月 3日） 

勤務場所により、週休日が異なる場合があります。 

条件付採用 採用の日から原則「１か月間」は条件付採用期間となります。 

服務・ 

人事評価 

常勤職員と同様に、服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令

に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務専念

義務、政治的行為の制限が適用されるとともに人事評価制度、

懲戒処分等の対象となります。 

 ●パートタイム会計年度職員は、営利企業への従事等の制

限は適用除外 

報酬（給与） 

・会計年度任用職員職別号給基準表により算出します。 

・人事院勧告に伴う給料表の改定や最低賃金の改定により、報

酬額が変わる場合があります。 

・当町において「一般非常勤職員」「会計年度任用職員」とし

て経験がある方については、経験年数を加算して決定しま

す。（上限あり） 

・「時間額」での支給となります。（翌月 21日支給） 

期末・勤勉手当 

・基準日（6月 1日及び 12月 1日）に在職しており、週 15時

間 30 分以上勤務かつ任用期間が 6 か月以上の場合に支給し

ます。 

・支給月数は、在職期間により異なります。 

通勤費 ・片道の通勤距離及び通勤回数により決定し、支給します。 



休暇 

・週の勤務時間や年間の勤務日数に応じた年次有給休暇が付

与されます。 

・特別休暇（有給と無給）があります。 

社会保険 

・勤務条件により、厚生年金（協会けんぽ）及び健康保険（茨

城県市町村共済組合又は茨城公立学校共済組合）に加入し

ます。 

雇用保険 
・31 日以上引き続き雇用されることが見込まれ、１週間の所

定労働時間が 20時間以上である場合加入します。 

労働保険 
・勤務場所等により、非常勤職員公務災害補償又は労災保険が

適用となります。 

 

【募集職種】 

 ・事務補助職 

   専門的な資格、技能又は知識を特段必要としない事務補助的な業務 

 ・補助員 

   障がいや日本語での学習・生活が困難な児童生徒を対象とした日常生活

動作の介助や学習活動上のサポート業務 

 ・専門職 

   専門的な資格、知識や実務経験を必要とする業務 

 

詳しい業務内容や条件につきましては、「会計年度任用職員募集一覧」をご確認

ください。 

 

【選考方法等】 

 ・書類審査及び面接等 

  ●書類提出時に採用担当課で簡単な面接を行います。 

 

【受付期間】 

・定員に達するまで。 

 

【申込方法】 

 ・「会計年度任用職員申込書」に必要事項を記入し、写真を張り付けてくださ

い。 

・資格を要する職種の場合証明する書類の写しを添えて、採用担当課へ提出し

てください。 

・障がいのある方は手帳の写しを添付してください。 



・書類提出時に簡単な面接を行います。あらかじめ採用担当課へ電話連絡のう

え提出をお願いします。受付時間は、8時 30分から 17時 15分（土・日曜日、

祝日を除く）です。 

 

【問合せ先】 

・業務内容、勤務時間、申込みに関すること・・・担当課 

・会計年度任用職員に関すること・・・・総務課人事給与係 

 

 

         〒300-3592 

         茨城県結城郡八千代町大字菅谷 1170番地 

         八千代町役場 0296-48-1111（代表） 

 

 

 

 ※任用人員については、見込みのため変更になることがあります。 

 ※申し込みにあたり年齢制限はありません。 

 ※地方公務員法第 16条により、次のいずれかに該当する人は申込みできませ

ん。 

  ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの人 

  ・八千代町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経

過していない人 

  ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 


